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この表が示すとおり、財産評価は固定資産税評価に準拠していることから、

時価の変動を加味した評価額が算出される。このため、土地の評価額は、平成

15 年度と比較して大きく下落し、170 億円余の減尐となっている。 

 

c.管財課の取組みと実績 

管財課は、遊休資産の活用を図るべく未利用県有地有効活用事業を実施して

いる。これは、管財課が各財産管理者に対して未利用県有地の有無を照会し、

財産管理者が「未利用又は近く未利用が見込まれる県有地」と判断した場合に、

管財課に対して未利用県有地として報告を行うものである。 

管財課に未利用県有地として報告された財産については、県庁内部における

活用の有無を再確認するとともに、市町村等を始めとする地域での活用要望の

有無を把握する。活用の要望等がある場合には、所管替等により、当該資産の

再活用を図るが、再活用の要望等が無い場合には、「売却処分予定地」として選

定し、用地測量・境界確定、物件調査、鑑定評価等を実施した上で、売却入札

の公告等を実施し、売却を進めている。 

売却処分予定地として決定する流れは、概ね以下のとおりである。なお、詳

細については、管財課が作成した（『未利用県有地有効活用事業の流れ』）を次

項に掲げる。 

 

①  財産管理者が未利用又は近く未利用が見込まれるとして判断した県有地

（建物）を、主管課を経由して管財課に報告する。 

  

②  管財課において県内部における活用の確認及び市町村での活用要望を把

握する。 

  

③  活用の要望が無い県有地（建物）を売却処分予定地として決定する。 

 

過去 10 年間における未利用県有地処分実績は表８のとおりであり、譲渡額の

総額は、87 億円余（298 件）である。年度ごとに見た場合、平成 18 年度の 16

億 9 千万円余（42 件）がピークであり、その後は、景気の低迷等の影響もあり

減尐し、平成 20 年度は 5 億 3 千万円余（26 件）であった。また、平成 20 年度

末現在、売却を予定しているとして管財課に届け出られている未利用県有地は

136 件であり、内訳は更地が 48 件、建物付土地が 88 件となっている。このう

ち、更地 24 件及び建物付土地 5 件は、平成 20 年度末現在において売却手続中

のものである。 
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未利用又は近く未利用が

見込まれる県有地（建物） 

未利用県有地の判定（利用状況、需要、建物の程度等を勘案） 

（財産管理者） 

部局内で有効活用について検討（県内部・外部含む） 

・ 部局内での再活用 

・ 他部局による再活用 

・ 社会福祉法人や学校法人等公共的団体による活用 等 

（主 管 課） 報 告 

(再)活用（所管換等） 

等） 

(再)活用の要望無し 

○ 未利用決定（用途廃止、宿舎廃止等の手続き） 

○ 部局内における財産管理者の決定（引継ぎの要否） 

○ 備品等の搬出・不用品の廃棄、懸案事項整理・処理、現地管理 
未 利 用 県 有 地 

（財産管理者、主管課） 

財
産
管
理
者
及
び
そ
の
主
管
課 

に
お
け
る
事
務
の
流
れ 

○ 県内部における活用の再確認        ○ 地域での活用要望の把握 

  ・ ＪＳＮ等による情報提供          ・ 市町村への照会、情報提供 

                         ・ ホームページや現地看板の設置による周知 

(再)活用（所管換等） (再)活用の要望無し 

○ 事前調査 

○ 現地看板による売却予告 

○ 用地測量・隣地境界確定 

○ 不動産鑑定評価 

○ 物件調査（物件調書作成） 

 
○ 建物解体 

 

用地測量･境界確定､物件調査､(建物解体､)鑑定評価等の完了 

○ 売払い（売却入札）公告 

○ 売却入札参加申込 

○ 一般競争入札（原則） 

財産管理者から管財課へ所管換 
○ 売買契約の締結 

○ 所有権移転登記 

未

利

用

県

有

地

有

効

活

用

事

業

に

お

け

る

事

務

の

流

れ

（

管

財

課

） 

売れ残り物件 

○ 随意契約（先着順）による売却 

○ 媒介委託による売却 

○ インターネットを利用した入札 

○ 現地への看板、旗の設置 

○ 入札案内書送付 

○ 県ホームページ等へ掲載 

○ テレビ、ラジオスポット 

○ 新聞広告掲載 

管 財 課 

財産管理者（主管課経由） 

未利用県有地照会 

管 財 課 

未利用県有地報告 

建物付き物件の取扱 

・原則  建物付きで一般競争入札により売却 

・例外  近隣から苦情が出ているなど周辺環

境に著しく悪影響を及ぼしていたり、
老朽化により使用に耐えない危険建物
と判断した場合等は解体 

随意契約の要件 

・ 市町村、公法人、公益法人等への売却 

・ 特別縁故者（無道路地の隣接者等）への

売却 

・ 一般競争入札における不落物件の売却 

○ 売却物件現地説明 

○ 売買代金の収納＝物件引渡

し 

売 却 手 続 き の 完 了 

 

未 利 用 県 有 地 有 効 活 用 事 業 の 流 れ 




